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Hyogo Prefecture

本日は、以下の2点に係る意見交換を行います。

① 太陽光共同購入事業について（30分）

② 来年度の太陽光発電に係る補助事業について（30分）

意見交換では、「市町と兵庫県」「市町同士」が対話をしながら、

県内における太陽光発電の更なる普及促進を目指します。

小人数グループでの意見交換のため、事前アンケートの内容に加え、

本日の部会で生まれた新たなご意見やご質問などもお気軽にご発言ください。

太陽光発電の導入手法に係る意見交換
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意見交換の概要
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以下を意見交換のゴールに設定しています。

①太陽光共同購入事業に係る意見交換（30分）
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意見交換のゴール

• 既参加市町の皆様は、未参加市町の疑問や質問の解消にご協力をお
願いいたします。
(例) 庁内では●●という流れで調整を進めた。特に、●●の調整が大変だった。
(例) 取組開始後に、●●という課題が発生した。
(例) ●●という課題は、●●で解決した。

• 事前アンケートに記載の内容だけでなく、意見交換のなかで新たに思いつ
いた疑問や質問も積極的にご発言ください。

太陽光共同購入事業に未参加の市町の疑問や質問が解消され、
本日の部会後に庁内での調整が進められること
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②来年度の太陽光発電に係る補助事業について（30分）
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この後、全体発表のお時間を設けていますので、発表者を決めてください。
（各グループ3分以内）

以下を意見交換のゴールに設定しています。

意見交換のゴール

他市町の取組を聞き、自団体での取組のヒントを得ること

各市町の取組やご意見を基に、
兵庫県として実施すべき取組の検討につなげること

※兵庫県への要望等もお気軽にご発言ください。
(例) 地元企業から●●という課題があがっているが、自団体では解決できないため、県と連携して取組を検討したい。
(例) 県には、●●という支援を行ってほしい。


